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第１３回 太田川河川整備懇談会 

日時：令和２年１月２９日（水）１5時 00分～１７時１０分 

場所：ワ ー ク ピ ア 広 島  ２ 階  桜 

○開  会 

【事務局（阪木副所長）】 ただいまより、第１３回太田川河川整備懇談会を開催させて

頂きます。 

 本日、御多忙中のところ、当会に御出席頂きましてありがとうございます。 

 私、本日の司会進行を務めさせて頂きます、国土交通省太田川河川事務所で副所長をし

ております阪木といいます。よろしくお願いします。 

 会の開催に先立ちまして、傍聴並びに報道関係の皆様にお願いでございます。受付で配

付させて頂きました資料の中に、傍聴にあたっての注意事項が記載した傍聴要領というの

がございます。会の進行にあたりましては、この要領を遵守して頂きますよう御協力をお

願いしたいと思います。 

 

○挨  拶 

【事務局（阪木副所長）】 それでは、開催にあたりまして、太田川河川事務所長の高橋

が御挨拶致します。 

【事務局（高橋所長）】 御紹介ございました国交省太田川河川事務所長の高橋でござい

ます。 

 本日は、お忙しい中、お集まり頂きましてまことにありがとうございます。 

 また、平素より当懇談会をはじめ、当事務所が推進しております河川政策、事業につき

まして多大なる御理解、御協力を頂きまして、この場をおかりして心より感謝申し上げる

所存でございます。 

 さて、当懇談会でございますが、平成３０年７月の豪雨を受け、太田川の治水対策河川

事業についてどうすべきかということで、検討を開始しまして、前回は令和元年７月に議

論したところでございます。その後、もう御存知のとおり、関東地方では台風１９号とい

った大きな水災害が発生する、他にもたくさんの水災害が発生したということで、また、

この水災害に対する日本全国あるいは地球規模といっていいかもしれませんが、状況がま

た大きく変化している危機的状況、危機感が高まっているような状況にあるということを

認識しております。 
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 一部では、もう異常気象と今までは言っていたものも、もう異常ではないと言っていい

のではないかという意見まであるといったような状況になっておりまして、当太田川の管

理・治水対策についても、もう非常に危機的状況にあるという認識でいるところでござい

ます。そういった状況を踏まえまして、当事務所でもより早く、従前から治水対策という

のは当然実施しておりますが、そういう気候変動の状況でありますとか、平成３０年７月

の状況はより早く実効性のある、効果がある対策を打っていくことが必要だということで、

認識しているところでございまして、それらの政策をやっていくためには、まずはこの整

備計画、今議論しております整備計画にそういった内容をしっかり御議論して頂いて、位

置付けていく必要があると考えておりまして、その計画をなるべく早く策定をして、具体

的な対策に着手していく、加速化していくということが必要だと認識深めてございます。 

 今日でございますが、今ちょうど説明させて頂きました目標をどうすべきといったよう

な点等につきまして、先生方からの御審議を頂いて、御指導頂いて、より良い計画にして

いけるよう頑張ってまいりたいと思っていますので、今日はよろしくお願いします。 

 以上で挨拶とさせて頂きます。 

【事務局（阪木副所長）】 続きまして、本日御出席を頂いております懇談会委員の皆様

を御紹介させて頂きます。 

 お手元の議事次第の次のページにあります委員名簿の順に従いまして、御紹介をさせて

頂きます。 

 中国経済連合会専務理事の内山委員でございます。 

【内山委員】 内山でございます。よろしくお願いします。 

【事務局（阪木副所長）】 広島大学大学院生物圏科学研究科教授の河合委員でございま

す。 

【河合委員】 河合です。よろしくお願い致します。 

【事務局（阪木副所長）】 広島大学大学院工学研究科教授の河原委員でございます。 

【河原座長】 河原です。よろしくお願い致します。 

【事務局（阪木副所長）】 広島大学名誉教授の関委員でございます。 

【関委員】 よろしくお願いします。 

【事務局（阪木副所長）】 岡山大学大学院環境生命科学研究科教授の近森委員でござい

ます。 

【近森委員】 近森です。どうぞよろしくお願い致します。 
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【事務局（阪木副所長）】 福山大学グリーンサイエンス研究センター客員教授の中越委

員でございます。 

【中越委員】 中越です。よろしくお願いします。 

【事務局（阪木副所長）】 日本野鳥の会広島県支部の日比野委員でございます。 

【日比野委員】 日比野です。よろしくお願いします。 

【事務局（阪木副所長）】 広島工業大学大学院工学系研究科教授の福田委員でございま

す。 

【福田委員】 福田です。どうぞよろしくお願い致します。 

【事務局（阪木副所長）】 広島市立大学芸術学部デザイン工学科教授の吉田委員でござ

います。 

【吉田委員】 吉田です。よろしくお願い致します。 

【事務局（阪木副所長）】 オブザーバーとして、広島大学大学院工学研究科内田准教授

でございます。 

【内田委員】 内田です。よろしくお願いします。 

【事務局（阪木副所長）】 なお、元広島県水産試験場長の村上委員におかれましては、

本日は御欠席でございます。 

 続きまして、皆様にお配りしております本日の資料の確認をお願い致します。 

 配付資料は、お手元の第１３回太田川整備懇談会資料一覧に記載しておりますが、まず

は、議事次第、それから委員名簿、配席図をホッチキス止めで綴ったものがございます。 

 それから、資料番号－１として、開催趣旨、懇談会規約がございます。資料－２として、

公開規定、傍聴要領がございます。資料－３として、太田川水系河川整備計画変更のスケ

ジュール（案）がございます。資料－４として、太田川河川整備計画変更目標・整備メニ

ュー（案）というＡ３判の横の綴ったものでございます。それから、資料－５として、欠

席委員からの御意見ということで、Ａ４判の１枚ものがございます。資料－６として、三

篠川・根谷川の整備状況というＡ３判の横の綴ったものがございます。 

 また、参考資料として、第１２回懇談会議事要旨の１枚もの、それから、第１２回太田

川河川整備懇談会の議事録としてＡ４判のホッチキス止めのもの、それから、治水対策

（案）の検討資料ということでＡ４判のホッチキス止めのもの、それからファイルの中に、

太田川河川整備基本方針、それから、太田川水系の河川整備計画、平成２３年５月版が綴

ったもの、以上、１０分冊となっております。もし不足等ございましたらお申し出くださ
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い。 

 

○審議 

【事務局（阪木副所長）】 それでは、議事次第の３番、審議に入らせて頂きます。これ

から先につきましては規約の第４条第２項により、座長での進行をお願い致します。河原

座長、よろしくお願い致します。 

【河原座長】 河原でございます。本日はどうぞよろしく申し上げます。 

 それでは、議事次第に従いまして、審議を始めたいと思います。 

 審議内容の方、河川整備の整備計画の変更案についてということで、太田川水系河川整

備計画変更目標・整備メニュー（案）について、事務局より説明をお願いしたいと思いま

す。 

 各委員におかれましては、事務局の説明のあとに御意見を頂きたいと思いますので、よ

ろしくお願いを申し上げます。 

 それでは、説明をお願い致します。 

【事務局（入川課長）】 太田川河川事務所調査設計課長をしております入川と申します。

本日は説明を担当させて頂きます。よろしくお願い致します。 

 それでは、お手元の資料でございますが、資料－１、資料－２につきましては、前回、

懇談会から変更はございませんので、省略させて頂きます。 

 資料－３から入らせて頂きます。太田川水系河川整備計画変更のスケジュール（案）と

いうことでお示ししているものでございます。 

 太田川水系河川整備計画につきましては、平成１９年の河川整備基本方針以降、９回の

懇談会で御議論頂きまして、平成２３年５月に当初の整備計画を策定しているという状況

でございます。 

 その後、平成２６年８月の広島土砂災害を踏まえた内容の見直し、もしくは平成３０年

７月の西日本豪雨というたび重なる災害を受けまして、整備計画の変更について、これま

で第１２回の懇談会までで議論させて頂いたという状況でございます。 

 今回、第１３回ということで変更目標案の提示と整備メニュー（案）の検討というとこ

ろの御議論を頂くところでございます。 

 その後、次回３月ということで予定しておりますが、あと２回ほど懇談会を予定させて

頂きまして、最終的には整備計画の変更を策定するというようなスケジュール感を考えて
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いるというところでございます。 

 それでは、資料－４に入らせて頂きます。表になっているものがございます。こちらに

つきましては、前回懇談会の主な意見、対応案を書かせて頂いておりまして、前回懇談会

の主な意見ということにつきましては、お手元に参考に書かせて頂きました、第１２回河

川整備懇談会議事要旨という１枚ものと同じものになります。 

 それでは、内容を説明させて頂きます。こちらの表につきましては、前回の意見に対し

ての対応案ということで、ポイントになるところを書かせて頂いております。 

 まず、１点目ということで、河川整備目標でございます。前回懇談会では、近年の製品

出荷額等の増加傾向を確認頂きまして、下流域を洪水から守ることの重要性ということを

御意見頂きました。 

 また、太田川本川については、近年頻発化・激甚化する降雨状況があるというところで

ございまして、平成３０年７月豪雨並びに気候変動の状況というところを見据えて、整備

目標を設定する必要があるという御意見を頂いているというところでございます。 

 次に、太田川本川の新たな整備目標の考え方として、気候変動を踏まえた流量及び確率

規模による多面的な妥当性を確認し、設定していくことを御意見頂きました。 

 これに対しまして、今回は後ほど細かく説明させて頂きますけれども、太田川の資産状

況や将来の気候変動の影響等を踏まえて整備目標を検討して頂いております。今回、事務

局として整備目標を御提示するという流れでございます。 

 整備目標案につきましては、太田川下流デルタ域及び下流部につきましては、年超過確

率１/１００程度の洪水に対する浸水被害防止、支川三篠川・根谷川・古川につきまして

は、年超過確率１/５０程度の洪水に対する浸水被害の防止、太田川中流部につきまして

は、戦後最大となりました平成１７年９月洪水の実績に対しまして家屋浸水を防止すると

いう目標を新たに設定していくということを考えております。 

 ２点目です。河川整備内容でございますが、前回の意見としましては、本川上流域が多

雨といった太田川流域の特性を踏まえ、既設の温井ダム、電カダムの活用など、既存スト

ックを有効活用した対策をコスト、実現性、環境面等を考慮し検討していく必要があると

いう御意見を頂いております。 

 今回、対応案ということで、先ほど御説明しました整備目標案を達成することを前提に、

必要な流量の処理につきましては、さまざまな治水対策を組み合わせるということで総合

的に比較・評価をしていくという方向性を今回御提示致します。 
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 ３点目です。三篠川河川整備に関する内容ということで、三篠川につきましては、河道

掘削が大規模に発生するということを前回お示しさせて頂きましたが、それに当たって

瀬・淵・瀞の形成及び新たな生物相の形成、魚種の増加をイメージして環境配慮事項の整

理が必要ですということでございまして、環境に配慮した、平成３０年７月豪雨前のみお

筋というのを基本的に確保するという方向性で掘削断面を検討するという内容をご提示し

ます。 

 ４点目です。その他という項目でございますが、防災減災に関することでございます。

防災減災に関するソフト施策の取り組みについて、情報発信を適切に河川整備計画本文へ

の反映というのが必要ということを御指摘頂いております。これにつきましては、「水防

災意識社会」の再構築というものをさらに加速させるようなソフト対策というのを整備計

画本文へ書きこんでいく方向性をお示し致します。 

 以上が、今回の、今回説明させて頂きます内容の主なポイントになるということでござ

いまして、詳しい説明に入らせて頂きます。 

 ２ページです。まずは、河川整備計画の変更目標案と整備メニューということで、

（１）から（５）の項目を御説明致します。 

 それでは、４ページをご覧ください。上段に書いてあるものが河川整備基本方針、平成

１９年３月に策定したものでございまして、河道配分流量が数字で書かれております。主

なポイントとなるところとしましては、玖村が基準地点になりますけれども、８，０００

ｍ3/ｓという流量が書いてあります。こちらについては、カッコ書きが１２，０００ｍ3/

ｓと書いていますけれども、１２，０００ｍ3/ｓという流量に対して８，０００ｍ3/ｓと

いうことで、洪水調節を行って川の中では８，０００ｍ3/ｓという流量を流す目標とする、

これが河川整備基本方針に位置づけられているものでございます。 

 それに対しまして、平成２３年５月に策定しました河川整備計画ということで、河川整

備計画は整備計画基本方針の段階的な整備という位置づけで、概ね３０年間の目標として

設定したものでございます。その中では、同じ玖村を見て頂きますと、河道については基

本方針並みの８，０００ｍ3/ｓという河道をつくっていくというところを目標としている

というところです。次に支川の部分です。少し濃い青になっているところ、三篠川、根谷

川、古川、もしくは加計のあたりにつきましては基本方針よりも低い数字ということで、

段階的な整備目標を設定しているというのが現在の整備計画でございます。 

 続きまして、５ページをご覧ください。平成３０年７月豪雨の降雨特性ということで、
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これは前回の懇談会でもお示ししているものの再掲でございまして、軽くおさらいをさせ

て頂きます。 

 平成３０年７月豪雨につきましては、太田川流域でも断続的に激しい降雨となりまして、

多いところでは降り始めからの累加雨量が４００ｍｍを超えるということでございまして、

特に太田川流域につきましては、三篠川の流域で大きな降雨であったというところでござ

います。 

 一方、太田川流域全体でみても、観測史上最大に迫る２日間で３０１ｍｍという雨量を

記録されたというところで、これについては三篠川に少しフォーカスしたところはありま

したけど、太田川流域の方でも降雨量としては２日間としては多かったというところでご

ざいます。 

 ６ページをご覧ください。気候変動を踏まえたということで、治水計画の見直しにおけ

る現状ということで御説明している資料でございます。こちらについても前回懇談会から

の再掲でございます。 

 こちらは、気候変動を踏まえた治水計画にかかる技術検討会での配付資料をそのまま付

けさせて頂いております。ここでポイントになりますのは、近年頻発激甚化する水災害に

対して、気候変動による治水事業の影響を整備するというところでございまして、気温及

び降雨について現状の整理がされております。 

 これに対して、前提のある気候シナリオということで、ＲＣＰ８．５の４℃上昇もしく

は、ＲＣＰ２．６の２℃上昇というシナリオがございますが、２℃上昇というところを見

ますと、気温２℃上昇する場合は降雨量の変化倍率があるということが試算されておりま

す。これが全国の一級水系で試算した結果の平均値で見ますと、１．１倍になっていくで

しょうと、流量については１．２倍ぐらいにはなっていくのではないかというような変化

倍率が示されているというところが現状でございます。 

 そして７ページに入ります。これらを踏まえて、先ほどの議事要旨にもありましたけど

も、気候変動ですとか、平成３０年７月豪雨の教訓を踏まえて、変更目標の案を設定して

いるというところでございます。 

 まずは、支川の方から御説明さし上げます。三篠川でございます。まずは青字で書いて

いるところが現行の河川整備計画ということで、これは昭和４７年７月の洪水実績相当の

流量を目指そうということで、１，２００ｍ3/ｓとさせて頂いていまして、確率評価をし

ますと、年超過確率１/１５相当ということが現状でございます。 
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 その後、平成３０年７月豪雨を受けたということで、再び同じ様な浸水被害を発生させ

ないというのが大事になってくるということで、再度災害防止の目標となりますと平成３

０年７月豪雨の実績相当、これが流量でいいますと１，６００ｍ3/ｓということになりま

す。 

 これを確率規模に評価しますと、年超過確率１/５０程度となります。これを変更の整

備計画目標として考えているというところでございます。これを多面的に見るという視点

で気候変動の視点を入れていきますと、青字の目標の流量に対して、雨の状況を１．１倍、

つまり昭和４７年７月に降った洪水の雨を１．１倍に引き延ばして計算をかけてみると、

１，３１０ｍ3/ｓという数字になってきます。これをカバーするような目標にしていくと

いうことでございます。 

 下の図でございますが、これは横軸に目標流量、縦軸に安全度としておりまして、現行

の整備計画というのがこの１，２００ｍ3/ｓというところが目標で１/１５でございます。 

 この緑の線というのが、基本方針を作ったときの降雨の確率評価の標本ということにな

ります。ですので、最終目標は１，８５０ｍ 3/ｓでございますが、安全度１/１００とい

うことになります。 

 今度は新たな目標ということで、１/１５をベースアップしようということで再度災害

防止を目標に１/５０ということになります。 

 それでは、気候変動がありますと雨の倍率は増えていくでしょうと。つまり基本方針を

つくったときの雨も変化してくるでしょうとなりますと、治水安全度がどんどん下がって

くるということで、緑の線が青の線のように今後なっていったとしても、今設定させて頂

いている１/５０という目標は、現行の河川整備目標の１/１５は踏襲できるというような

形で確率評価的にも気候変動を踏まえた設定になっているというような形で整理させて頂

いております。 

 続きまして、８ページです。同じく支川根谷川と古川について御説明を差し上げます。

三篠川同様、根谷川、古川につきましても、家屋が連坦しておりまして、資産の状況とい

うのも、三篠川と大きく変わらないようなぐらい人家が河川沿いにあるところで非常に重

要な支川でございます。この状況を踏まえまして、根谷川及び古川の変更目標につきまし

ては、三篠川の変更目標案とのバランスを図りまして、治水安全度の年超過確率１/５０

という目標としております。これについて御説明します。 

 まず、根谷川でございます。現行の目標は平成１８年９月の実績相当ということで、平
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成２３年に整備計画で設定させて頂いております。これが流量でいきますと４６０ｍ3/ｓ。

これは１/１０相当という評価になります。これを１/５０という評価に変えますと、７１

０ｍ3/ｓということになります。気候変動の状況も踏まえてカバーを確認しますと、平成

１８年９月の雨を引き伸ばしますと、５６０ｍ3/ｓということで、それを合わすような目

標値に設定するという考え方でございます。 

 同様に古川を見ていきます。古川につきましては、昭和２０年９月の洪水の実績相当を

目標としておりまして、これは確率評価とすると１/３５程度というようにいっておりま

した。これを１/５０で評価しますと、４８０ｍ3/ｓということになってまいります。 

昭和２０年の雨を引き延ばしたところ５１０ｍ3/ｓとなり若干カバーし切れてないという

見方があるかもしれませんが、概ね同等という評価をしまして、年超過確率１/５０で支

川は統一するということで目標の設定をさせて頂いております。 

 以上が支川の状況でございまして、９ページでございます。その目標値を現状の河川が

流せる能力ということで比べていきますと、まず三篠川でございます。グラフの見方でご

ざいますけれども、グレーのハッチがかかっているところ、これが現在の河道で流せる状

況です。最新で測量した河道を示しております。 

 緑色が先ほど言った平成２３年のデータで１，２００ｍ3/ｓという目標の整備がまだ終

わっていませんので、もしそれが終わったらということで流下能力がアップすると想定し

ますと、これは緑の線まで流下能力が上がっていきます。先ほど変更目標として掲げまし

た１，６００ｍ3/ｓというところがピンク色の線で入っております。つまり、緑色の棒グ

ラフとピンクの線との差分のところが、目標として足りないところになるということにな

ります。そういったところをカバーするために、河道の掘削等の流下能力を向上させる対

策が必要ですよというように見て頂ければと思います。 

 同様に根谷川でございます。根谷川につきましては、平成２６年８月の再度災害防止と

いうことで、整備を概ね順調に促進させてきております。令和２年度末に概ね平成２６年

８月対応の整備の完了が予定されているというところを踏まえたのが、このグレーの棒グ

ラフでございます。ですから、先ほど言いました１/５０程度ということでベースをアッ

プしますと、ピンク色の７１０ｍ3/ｓということで、グレーとピンクの差分のあたりは対

策が必要になってくるということになる見方になります。 

 古川につきましても同様でございます。これは少し見にくいかもしれませんが、２．４

ｋｍの上流のあたりというのも、まだ能力に不足があるという状況です。 
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 それを踏まえまして１０ページです。どのような河川の整備断面になってくかというと

ころでございます。三篠川、根谷川、古川につきましても、概ね堤防の方の整備は進んで

いるというところでございまして、流下能力の向上を図るには掘削が必要になってくると

いうことになります。根谷川、古川につきましては、掘削断面につきましては、平水位以

上という断面を設定しまして、できるだけ環境に配慮した状況を考えているというところ

でございます。 

 三篠川につきましては、流下能力の不足箇所、掘削という右側の図で書かせて頂きます

けれども、平成３０年７月豪雨というのは結構大きな豪雨であったというところも踏まえ

まして、高水敷、平水位以上の掘削では流下能力を不足するというところになりますので、

現在の形状をスライドダウンするということを考えています。このスライドダウンという

のが、みお筋の位置を変えないという考え方で、今と同じ形をできるだけ踏襲して、下方

向にスライドするという形の掘削断面を設定していくということで、環境への影響をでき

るだけ抑えるということでございます。 

 さらに生物等の保全というところがポイント的に考えていくというところの設計にしっ

かり反映していくというところを、今回整備計画の本文の方に書かせて頂きたいと思って

おります。 以上が支川の状況でございます。 

 続きまして、１１ページからは太田川の本川のお話に入らせて頂きます。１１ページの

資料は前回の懇談会からの再掲ということでおさらいになりますが、太田川の降雨の状況

ということを整理しております。左側のグラフについているものでございますが、これは

過去の主要な洪水を三つほどピックアップしております。昭和２６年１０月、昭和４７年

７月、平成１７年９月でございます。これを見て頂きますと、流域としては、太田川の上

流部あたりには大きく４００ｍｍ程度の、３００ｍｍ、４００ｍｍ程度の降雨があると大

きな洪水になりやすいという傾向がまず１点。 

 あとは、太田川流域は南西側で多雨となったというところが平成１７年９月ということ

で、これが過去で一番、戦後の最大の洪水に今なっているということで、こういった降り

方をしますと太田川本川をおいては、流出割合が大きくなってくるということで、右側に

書かせて頂いていますが、近年洪水ということで平成１７年９月の被害状況でございます

が、中流部では４３８戸の浸水家屋があるような大きな被害が発生しているということで

ございます。太田川の降雨の特徴ということをまずおさらいさせて頂きました。 

 １２ページです。こちらも前回懇談会の再掲でございますが、先ほど申しましたけれど
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も、平成１７年９月のような降り方、雨のような南東部に降るような降雨があった場合と

いうことで、冒頭に御説明しました太田川流域で平成３０年７月豪雨で実績として記録し

ました２日間で３０１ｍｍという雨を、平成１７年９月のように南西域に降ったと想定し

た場合のシミュレーションをかけたものでございます。これを見て頂きますと、中流部に

つきましては浸水被害、さらには市街地の方に見ていきますと、可部の辺りを始めとしま

して、市街地の方も概ね２ｍから５ｍ以下というような浸水被害が発生する可能性がある

ということで、こういった想定もさせて頂いているということでございます。 

 それでは、１３ページです。太田川本川の目標ということで説明致します。今後の気候

変動による影響等も考慮しまして、水系全体のリスク低減を目指しまして太田川本川につ

いて議論してございます。 

 変更の目標につきましては、太田川の資産状況とか気候変動による降雨量の増大を考慮

して、先ほどの支川と同様に考えてまいります。 

 治水安全の目標につきましては、基準値で玖村というところで評価させて頂いておりま

す。これにつきまして、フローの形で説明させて頂きますと、現行の河川整備計画、青い

字でございます。これは平成１７年９月の実績相当の流量別でダムはない状態で８，００

０ｍ3/ｓという河道をつくっていきましょうという計画を先ほど御説明しました。これは

確率規模でみますと１/７０という規模の相当でございます。 

 太田川につきましては、先ほどの資産の状況も踏まえまして、市街地をしっかり守らな

いといけないというところで、この１/７０をベースアップして１/１００ということを今

回考えております。これでいきますと、流量規模はダムなし流量の１０，２００ｍ3/ｓと

いうことになります。これを気候変動のカバーで見ていきます。ピンク色の字のところで

す。平成１７年９月洪水を２日間雨量で１．１倍に引き延ばして計算をしています。こう

すると、８，０００ｍ3/ｓが９，７００ｍ3/ｓになるということで、これをカバーするよ

うな１０，２００ｍ3/ｓという規模を今回の変更整備目標として決定させて頂きたいと考

えているものでございます。 

 １４ページでございます。現在の流下能力状況を整理させて頂いております。太田川本

川を御説明致します。下流デルタ域及び下流部というところです。グレーが現在の流せる

状況ということで、緑はこの整備を予定しているところ、１５ｋｍより上流に緑色がある

と思いますが、これは根谷川、三篠川の合流地点より上流あたり、そのあたりの掘削とか

築堤が残っているというのを示しております。 
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 これに対しまして、計画高水流量８，０００ｍ3/ｓということで書かせて頂いていると

ころを見て頂きますと、概ねグレーをカバーしているということで、河道につきましては、

概ね８，０００ｍ3/ｓという河道がほぼできていると見て頂ければよろしいかと思います。 

 それを踏まえまして、左下の棒グラフを見て頂きたいのですが、先ほど設定しました１

/１００程度のダムなし流量１０，２００ｍ 3/ｓという目標に対しまして、河道は８，０

００ｍ3/ｓが概ねできているというところでございます。 

 それでは、その不足分でございますが、温井ダムがございます。温井ダムで洪水調節を

行いますと、残りの不足分の１，５００ｍ3/ｓというのは洪水調節できるというようにな

ります。しかし、７００ｍ3/ｓが足りないというのが、今回の治水対策が必要な部分にな

ってくるところだと思います。 

 また、中流部につきましては、平成１７年９月洪水における床上浸水対策は完成したも

のの、床下浸水箇所は未対策の状況です。変更目標は再度災害防止の観点から平成１７年

９月洪水実績において、家屋浸水被害の防止を図ることとします。 

 １５ページです。先ほどお示ししました７００ｍ3/ｓの不足というところに対して、今

後どのような治水対策が必要かということを整理してまいります。 

 河川整備目標案に達成するために必要な流量の対策対応方策ということでございまして、

まずは右側の抽出のフローを見て頂ければと思います。黄色と赤と青のグラフでございま

す。フローとしては、治水対策案の適用性検討ということで、考え得る方策を２６項目ほ

ど並べます。それを一次選定という形で抽出して、２から５案程度に絞り込みます。それ

を最終的に、総合評価ということで青の枠のところですが、①から⑦の項目を評価して最

終的に判断していくと、治水対策を決定するという形のフローを取らせて頂いております。

今回の懇談会につきましては、この赤のところまで、２から５案程度の抽出というところ

までを今回御議論頂ければと思っております。 

 まず、黄色の部分、治水対策案の適応性検討ということで、考え得る方策を２６案お示

し致します。 

 １５ページの左側。先ほど太田川の下流域の特徴ということを４つほど整理させて頂い

ております。計画高水流量相当の河道が概成しているということで、先ほど概ね８，００

０ｍ3/ｓの川ができていますというお話をしました。河川に沿いますと、地域で家屋が連

坦して密集しているということで、写真を見て頂ければ明らかです。感潮区間に入ります

と、干潟などの良好な環境があるというところ。高水敷につきましては、多くがグラウン
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ド、一般の方、市民の方がグラウンド利用ということが盛んになっているということが太

田川の現状でございます。 

 それでは、１６ページです。考え得る治水方策ということで、２６項目ほど挙げており

ます。まずは、１２項目１６ページに挙げさせて頂いておりまして、一つ目は河川を中心

とした対策案です。 

 １番から１２番ということで、１番目はダム、先ほどの不足する量を新たに洪水調節施

設を造って、貯留することで基準地点への到達を減らすというもの。 

 ２点目につきましては、ダムの有効活用ということで、既存にあるダムというものを活

用するという案。遊水池ということで洪水の一部を貯留するという案です。 

 放水路ということで、基準地点にくる手前でバイパスしてしまうというような考え方の

ものです。 

 河道の掘削ということで、川の器をそもそも広げて洪水をたくさん流すというもの。 

 引堤ということで、これは河道の中を掘るのではなくて、堤防自体を引堤して、川の幅

を広げて流下能力を拡大するもの。 

 堤防のかさ上げということで、これも引堤と同じような感じになるかもしれないですが、

堤防をかさ上げして、高さをもって流せるようにするというような考え方。 

 ８番からは河道内樹木の伐採ということで、樹木を伐採することで流下能力が向上する

としておりますが、ここにつきましては、黄色ということで共通という項目で書かせて頂

いております。凡例を見て頂きますと、河道流域管理、災害時の被害的な観点から推進を

図るということで抜本的に先ほどの治水対策に効くような案ではないということで、治水

対策と並行しながら、やっていくべきものという整備で共通という項目にさせて頂いてお

ります。 

 ９番からですが、決壊しない堤防ということで、決壊しない堤防を整備して避難時間を

増加するという目的になりますけれども、太田川への適用性というところを見て頂きます

と、まだそういった経済的、社会的な課題を解決しなければならないというところと、そ

ういった技術もまだ確立できてないというところもあって、実現性としてはバツという評

価をさせて頂いていることになると思います。 

 決壊しづらい堤防につきましても、そういったところも今後研究が必要ということで、

治水対策案の一つとしては少し成り立たないということで、検討対象外ということでバツ

をつけさせて頂いております。 
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 高規格堤防、これはいわゆるスーパー堤防と呼ばれるようなものでございますが、沿川

の背後地というのは先ほど見て頂きましたように、もう家屋が連坦しているというところ

で、また開発計画等もないということで該当箇所はないということで検討対象外としてお

ります。 

 排水機場につきましては、これは抜本的な治水対策というわけではないのですが、関係

機関と連携して推進する項目ということで共通とさせて頂いております。 

 次は１７ページです。残りの項目でございます。御紹介を遅れたのですが、お手元の参

考資料に治水対策案の資料がございます。これは各項目の概要的なものをお示ししていま

すので、聞きなれない言葉等ありましたらご参考下さい。 

 それでは、１７ページです。この項目は流域を中心とした対策というくくりで御説明致

します。 

 雨水貯留施設ということで、雨水貯留施設を設置して洪水調節と同じような、遊水池と

同じような機能をもたせましょうというような、推進としてそれについても同じような考

え方を整備することを想定して検討するとしております。 

 遊水機能を有する土地の保全ということで、太田川流域については、市街地も含めて低

平地はほぼ都市化しているということもあり、このような大規模な土地を、遊水機能を用

意するような土地はないということで検討対象外としています。 

 部分的に低い堤防の存置ということで、そういった堤防もないということで検討対象外。 

 霞堤の存置ということで、一部堤防が切れているというか、わざと切らせている、貯留

効果のようなことを目指すような霞堤というのもあるのですが、こういったのは太田川に

は存在しません。 

 輪中堤につきましても、都市部にはございません。 

 二線堤についても同様にないということで検討対象外としております。 

 樹林帯等ということで、こちらについても共通事項とさせて頂いております。 

 宅地のかさ上げ、ピロティ建築につきましても、これも災害時の被害軽減等の観点につ

きましてと考えれば非常に重要な事項でございますので、共通事項とさせて頂いておりま

す。土地利用規制につきましても同様でございます。 

 水田等の保全ということで、水田を遊水地のような機能をもたせることはできないかと

いうことで、これについては検討対象としております。 

 森林の保全につきましては流域管理の観点から、全ての治水対策案に共通して必要な事



－15－ 

項として共通とさせて頂いております。 

 洪水の予測情報の提供ということで、これは災害時の被害軽減という、ソフト的なとこ

ろになりますので共通事項とさせて頂いております。 

 水害保険等につきましては、河道の流量低減や流下能力の向上という効果ではございま

せんので、検討対象外とさせて頂いております。 

 以上、２６項目が考え得る策を全て出したというところで、検討対象かそうではないか

ということで丸をつけさせて頂いているということでございます。 

 この丸の項目を組み合わせまして、次の第二段階の治水対策案の抽出ということを整理

しているということでございます。それが１８ページになります。 

 １８ページにつきましては、先ほどの概略の検討対象等の評価の組み合わせをしていき

ます。この中から、先ほど紹介しました２から５案を抽出ということで、今回ピンクで３

案ほど事務局の方では抽出させて頂いております。今回はグループごとということで、グ

ループは河川を中心とした対策のさらに河道整備を中心とする案と、新規の洪水調節施設

を中心とする案と、既存の施設を使う案という三つのグループに分けております。 

 あとは、流域を中心とした対策という案とグループごとに分けさせて頂きまして、組み

合わせの中から実現可能性の高い対策案というものを抽出させて頂いております。そうな

のですけれども、今後、各治水対策の効果等も検討した上で最適な組み合わせというのを

次回、そのあたりを評価して頂くというような流れになります。 

 それでは、①から御説明させて頂きます。河道整備を中心とする案ということで、①河

道掘削と築堤と引堤の組み合わせということでございます。太田川下流デルタ域及び下流

部の計画高水位を超えるか、破堤の危険性があるということになります。これの超過区間

の掘削をしましょうということでございます。あわせて、太田川下流デルタ域及び下流部

の堤防高の不足するところについては堤防整備をする。河道掘削では、河積が不足する、

つまり、それでは計画高水位をまだ超えてしまうというところについては引堤する案でご

ざいます。これは、先ほど家屋の話はありますけれども、家屋の移転等して頂ければ、実

現可能な案ということで丸をさせて頂いております。 

 続きましては、引堤だけで対応しましょうという案でございます。これについては、河

積が不足する太田川下流デルタ域及び下流部は、家屋連担ということで、全てを引堤して

対応するというのは、経済的、社会的影響が大きいと考えまして、①に比べまして実現可

能性は低いという評価でございます。 
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 ③の堤防のかさ上げでございます。これも同様に、堤防をかさ上げしますと、その堤防

沿いの家屋につきましては移転、もしくは補償が必要になり、移転をして頂かないといけ

ないということで、引堤同様、経済的、社会的影響が大きいということで、①に比べます

と実現可能性が低いと考えております。 

 放水路でございます。太田川下流部から河口に向けて放水路を建設する場合、市街地で

大規模な掘削をして今の太田川放水路のようなものをつくらないといけませんので、そう

すると、経済的、社会的影響が大きいということで、河道を中心とする案につきましては、

河道掘削を中心として不足する分については築堤及び引堤をするという案が実現性が高い

かなということで、このグループでは①を選定しております。 

 続きまして、新規の洪水調節施設を中心とする案ということでございますけれども、⑤

ダムの新規の洪水調節施設をつくる。それにプラス、河道も足りないところは掘削し、さ

らに不足する箇所は築堤をしましょうというところでございます。新規ダムを建設した上、

先ほどの①と同様なのですが、計画高水位は超過する部分は河道掘削、不足するところは

掘削し、堤防の足りてないところについては、引き続き計画堤防の高さまで整備をすると

いう考え方でございます。 

 比較する案ということで、ダムで洪水調節するのではなくて遊水池を使ってはどうかと

いうのが⑥になりますが、治水効果発現のためには遊水池もかなり大規模なものが必要に

なってこようかと思います。これについては適地がないのかなと、太田川流域を見渡すと。

仮にそういったところを買収するともしなれば、経済的、社会的影響が大きいかなという

ことで、⑤に比べますと、実現性は低いのかなということで、新規の洪水調節を中心とす

る案としてはダムの方を選定させて頂いているというところでございます。 

 もう一つ、既存施設の有効活用を中心とする案というところでございますが、これは前

回の懇談会でも委員の皆様からも御意見頂きました。既存ダムの有効活用が重要というこ

との案でございまして、これについては既存のダムをまず有効活用するということで、先

ほどの新規ダムと同様に不足する分は河道掘削もしくは築堤というのが必要ということで、

⑤と⑦の違いというのは新規ダムで洪水調節をする。⑦は既設ダムを有効活用するかとい

う違いになりますので、こちらも⑦を選定させて頂いているということでございます。 

 流域を中心とした対策でございますが、先ほど御紹介しました雨水貯留、雨水浸透施設、

もしくは水田等の保全というところで、幾らかの川に入ってくるピーク流量を抑えるよう

な効果はしますけれども、非常に効果は小さいと考えております。または、広範囲な関係
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者の理解、協力が必要ということで、こういったところは河川を中心とした対策案に比べ

ますと実現性は低いと考えまして、バツとさせて頂きまして、事務局としましては、①、

⑤、⑦の３案を次回の総合的な評価に向けた３案という絞り込みを一次選定としてさせて

頂きたいと考えているというところでございます。 

 以上が、治水対策案に関する説明でございます。 

 引き続き、次回懇談会に向けた頭の整理をさせて頂くというもので、２０ページにお示

ししておりますのは、次回の懇談会では整備計画の変更原案ご提示させて頂きますので、

今まで説明した中身を踏まえますと、本文のこういったところの項目は変わってくるとい

うところを、整理させて頂いております。 

 左側の表の欄を見て頂きますと、太田川の現状と課題から書いておりますが、これは本

文の項目をピックアップして書かせて頂いております。太田川の現状と課題につきまして

は、治水に対する現状と課題という項目については、平成２３年以降の平成２６年８月と

平成３０年７月の近年洪水の状況を下に書かせて頂きたいと思っています。 

 また、気候変動の影響につきましても、議論は進んでいますので、そういったところも

課題というのも太田川本文に反映していきたいと考えております。 

 今度は河川整備の目標に関する事項というところでございますが、洪水、高潮等による

災害の発生の防止または軽減に関する目標というところでございまして、先ほど御説明さ

せて頂きました太田川本川、三篠川、根谷川、古川における治水安全の水準の見直しとい

うところを考えていきたいと思っております。 

 河川整備の治水に関する事項ということで、河川工事の目的、種類、施行の場所並びに

当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要ということで、こちらに

ついては先ほどポンチ絵等でお示ししましたけれども、必要な掘削の場所ですとか、治水

対策の状況ですとか、そういったところを書き込むような形になっていくという項目でご

ざいます。 

 あとは、段階的な河川整備の考え方ということで、整備メニューについては、掘削等も

多くございますので、そういったところを施工場所見直しの場合の実施手順等もお示しし

ていきたいと思います。 

 最後です。その他の河川の維持管理に関する事項ということでございまして、危機管理

体制の構築・強化、洪水氾濫に備えた社会全体での対応ということで、こちらは議事要旨

で御指摘頂きましたけれども、ソフト施策のところも平成２３年以降、水災害意識社会再
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構築ビジョン等ありまして、ソフト施策の内容もかなり充実してきているというところも

ありますので、そういったところも太田川の整備計画の本文に反映していくということで、

このあたりを変えていきたいと考えているということでございます。 

 長くなってしまいましたけれども、説明は以上になります。 

【河原座長】 どうも、御説明ありがとうございました。それでは、ただいまの御説明は

スケジュールのものが資料－３、中心となる資料－４で整備計画の変更の目標とそのメニ

ューというものの案を説明頂きました。 

 今日欠席しておられる村上委員からの御意見を紹介頂けますでしょうか。 

【事務局（入川課長）】 それでは、資料－５、Ａ４の１枚ものをご覧ください。 

 村上委員に事前に御説明差し上げまして、御意見を二つ頂いております。 

 まず１点目読ませて頂きます。河道掘削により高水敷がなくなるということで、これは

根谷川ですとか古川、三篠川のポンチ絵なんかを御説明差し上げた状況でございますが、

それについては単断面の水路に近くなってくると、水位に応じた生物の逃げ場への配慮が

必要になってくるのではないかということで御指摘頂いております。 

 ２点目でございます。新規ダムを検討するという場合におきましては、環境に配慮して、

そのダムの下流に対して中小規模の洪水というのが生物には重要だということで、こちら

を再現するような運用というのを検討していくということも必要になってくるのではない

かというような御意見を頂いております。 

 以上でございます。 

【河原座長】 ありがとうございました。それでは、ただいま御説明頂いたところにつき

まして御質問あるいは御意見をお願いしたいと思います。 

 はい、お願い致します。 

【日比野委員】 日比野です。意見と質問になると思います。 

前回、御欠席の内山委員からいただいた御意見に太田川上流域にある電力ダムと連携

することが重要であるという意見がございました。それを踏まえ、既存ダムを活用してで

きる対策案として、今回様々な事務局案の⑤、⑦というようなダムの新規であるとか既設

ダムを絡ませ運用するかという立案がされ、妥当な対策案が立案されたと思います。  

あと、１１ページに各河川と本川の流量割合と、玖村で１２，０００ｍ3/ｓというよ

うな、ものすごい水量が表されています。質問になりますが、各河川流域の降雨がそれぞ

れ時間差をもって玖村地点で現れると思うのですが、時間を無視した形でピークのこの流
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量が出ているのではありませんか。 

具体的に言いますと、本川上流には立岩ダムがございますよね。それと、柴木川には

樽床ダム聖湖があって、それと、滝山川には温井ダムとその上流に王泊ダムがあるのでそ

こである程度、一時的に貯めて、本川に出てくる流量というのは若干時間が遅れるのでは

ないか。 

玖村では、当初計画の予定になる様にダムでカバーする運用、いわゆる総合的河川管

理というような形の運用の中で、流量の時間差をうまく活用する。そういう河川の流量管

理ができ、いきなり放流が全部同じ時間で玖村に出てくるわけではないですと。 

しかし、今日議論する内容ではないかもしれませんけれども、河川管理をうまくハン

ドリングすることによって各河川の放流量の時間調整というようなものだけでは対応でき

なくて、実際の降雨地域により多少異なるとは思いますが、もっと貯めないと玖村地点の

流量をカバーできないと思われる本川上流域であるとか、柴木川とかに、やはりダムによ

る対策も必要となる。 

事務所長の挨拶にありましたように、異常な気象は日常的な気象になるということを

ある程度踏まえ、５０年に一度を１００年に一度にしたところで、やはりそれをオーバー

することだってあり得ます。ですから、ダムのない川から出水量が異常に出て、いきなり

どんと流出してくる。ダムのない川については、一時的にとにかく早く流してしまう。た

だし、そのあとダムのある河川からはダムでしっかりせき止めてじわっと出水をカバーす

る、時間差の感覚が要るのではないかなと思います。総合的な運用というものの中で当然

やっているというように理解してよろしいでしょうか。 

【中越委員】 お答えになる前に、その大前提をお聞きしたいのですけど、全てのこの対

策も含めて、最大の降水の１．１倍というのをもとにして全部計算しているのですね。そ

うでしょ。 

【事務局（入川課長）】 カバーするような形のものです。 

【中越委員】 ですね。１．１倍ということの根拠はどこにあるのですか。絶対、１．２

倍ではなくて、あるいは１．３倍ではなくて１．１倍だということの根拠がないとこれは

いろいろ対策をとったとしても、無駄なことになると私は思うので、そこがまず一番最初

に聞きたいのですけれども。 

【事務局（入川課長）】 １．１倍のお話から説明させて頂きまして、６ページの資料に

なるかと思います。 
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 現状、気候変動につきましては、東京の方で非常に議論を活発にされているということ

で、現在示されている数字というのが１．１倍というところで御紹介させて頂いたところ

でございます。もちろん、これにつきましては、もう少し予測の精度の向上も、この技術

検討会の中では議論されているところではございますが、現在は全国的平均では１．１倍

ぐらいになっていくでしょうという数字がありました上で、７ページの議論ですが、今回

は事務局で御提示させて頂いたものは、１．１倍をかけたものを目標にしようということ

は考えていませんので、今示されている気候変動の最新の情報もカバーできるという目標

で、ベースアップするという考え方にさせて頂いております。それは、洪水の確率という

ことで見させて頂いております。 

【中越委員】 それで、この６ページにある全国一級水系の平均値というのが非常に気に

なっていて、これは平均をするということは、それぞれの一級河川で具体的な数字が出て

いて、それを平均していて、その１．１倍や１．２倍になったら分かるのですけれど、で

もそうだとしても太田川が幾らであるかということがわからなくて、平均にするというの

は、私はどうしても理屈としてわからない。平均という表現と平均をなぜ太田川に当ては

めるのか。私の考えでは、個別の数字が分かっているのだったら個別の数字を太田川に、

太田川で試算した数字を当てるべきではないかと思うのですけど。 

【河原座長】 そういう意味では、この数字がどういうシナリオで、幾つぐらいのケース

を計算して算出しているか。 

【中越委員】 計算をやっているのですよね国で。この検討会で。数字が出ているのです

よね。 

【事務局（入川課長）】 そうです。資料には各水系というのは出てないのですが。 

【中越委員】 太田川での問題なのだから一番大事なのではないですか。 

【事務局（整備局 和田課長）】 今、御質問があった件については、令和元年１０月に

東京の方で行われている気候変動を踏まえた治水計画のあり方の検討会というのをやって

おりまして、その中の報告書の中に記載のある倍率でございます。その報告書に何が書い

てあったかといいますと、北海道とその他の地域ということで、モデルを作って変化倍率

を出すのですが、本州地域については一律１．１倍という表現になっておりまして、モデ

ル自体は気候変動のモデルですので、結構細かい話は少し記憶違いかもしれませんが、地

球モデルでやるものになりますので、そういう中で地域別、水系別の気候変動の倍率とい

うのがありました。ただ、地域として北海道地域とその本州地域全般の倍率として出させ
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て頂いている数字で、本州地域の数字が１．１倍のような形になっているということです。 

【中越委員】 そうなれば、やはり全国ではないですよね。やはり、もしもそうなるのだ

ったらこの太田川に適用するのは本州以南とかね、そのようなやっぱり表現でなければ理

解できない。北海道は違うのですよね、数字が。 

【事務局（整備局 和田課長）】 北海道と九州の北西部が１．１５倍でございます。 

【中越委員】 そこを除いた平均というように言って頂かないとやっぱり、これだと一律

という提供になってしまうので。私が反対しているのではないですよ。基本資料できちっ

とそういうように区分けされているのだったら、もっと狭まっているわけだからより正確

ではないですか。そういうように言って頂いたらこれで結構です。 

【事務局（整備局 和田課長）】 気候区分の説明が間違っていましたが、気候区分ごと

に地域を分けていて、正確に言うと、北海道の北部、北海道南部、九州北西部の平均値は

１．１５倍、これは決定値としてそれぞれ北海道北部、北海道南部、九州北西部でそれぞ

れ値はあります。中国地方においても、瀬戸内と中国西部という、あと山陰というわけに

なっておりまして、今回太田川がある中国西部だと思うのですが、１．０５倍、瀬戸内は

１．０９倍の値が公表はされております。 

【中越委員】 今の数字は１．１倍を下回るわけだからそれでいいわけですよ。そうして

頂ければ１．１倍はそれより大きいということは分かるわけだから、そう言って頂かない

と。何でしつこく言ったかおわかりですよね。１．１倍だったら１．２倍だって平均すれ

ば１．１倍になってしまうのだったらどうにもならないではないですか。そういうことで

す。 

【河原座長】 私も少しだけ気になるのが改めてみて、例えば、今ご覧になっている６ペ

ージのときに、これは降雨は１．１倍、赤字で書いてある方ですね。流量は１．２倍にな

るということは、何らかの流出解析をされていて１．２倍になっていると理解すればよろ

しいのですか。 

 初歩的な話で、申しわけございませんが。その次の７ページ見ると、中ほどに参考、右

側に参考と書いてあって、昭和４７年７月豪雨を１．１倍に伸ばしというのは、これは雨

量を伸ばしたという意味ですよね。そうすると、１，３１０ｍ3/ｓというのは流出計算を

するとこの値になると、要は単純に１．２倍するわけではないですよね。流出解析が絡ん

でいるという読み方ですね。 

【事務局（入川課長）】 はい。 
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【河原座長】 はい、わかりました。 

【事務局（入川課長）】 日比野先生の御指摘の。資料は１１ページの話でよろしかった

かと思いますが、まずは左側に１２，０００ｍ3/ｓというお話で、これはまずはダムがな

い状態で考えた場合の占める割合をそれぞれにいろいろな流出してくる流域をわけてグラ

フにしているということです。 

 ダムがあるともちろん洪水の到達が遅れてくるということで、つまり調節効果と、要は

ピークの流量を下げる効果があるということで、それが洪水調節機能をもっているのは温

井ダムだけでございますので、滝山川にダムがなかったらこういう状態だけれども、温井

ダムがカットしてくれていると１０％ぐらいは、昭和２６年の降り方だと洪水調節効果が

あるといった状況になります。 

 御指摘のありました立岩ダム、樽床ダム、王泊ダムということで、立岩ダムについては

本川上流の流域に入ります。柴木川には樽床ダムでございます。滝山川には温井ダムの上

流ですね。王泊ダムという中国電力さんのダムが、これについては洪水調節容量をもって

いるダムではございませんので、これには効いてこないということになります。 

 ２点目の運用の話はどうかということになりますけれども、これについては現行は洪水

調節機能を持つのは温井ダムしかないということになりますので、それが例えばもう一つ、

先ほど３案抽出案のダムがもう一つできれば、そういった総合運用ということであれば、

柔軟な操作ということを考えていけると思います。 

【日比野委員】 ありがとうございます。 

【河原座長】 今の目標をどうするかということでございましたけれども、そのほかござ

いますか。 

【内山委員】 内山でございます。よろしくお願い致します。 

 １８ページに提示された案の中では、現実的に考えれば、この３案に絞られるだろうと

思います。既設ダムを有効活用するという意味は、ダムを複数組み合わせて運用するとこ

とと思いますが、最近はセンサーとモニターを設置してデータを取得し、ある程度影響を

予測しながら運用していくのが今様と思います。実際の運用にあたっては、事前に温井ダ

ムでこれだけ洪水調節能力を確保しますという想定は有効と思いますが、ダムの下流で集

中豪雨が発生した場合は、想定外に下流域で洪水が発生するような事態も生じうるので、

ダム運用のほかに、流域各所にセンサーやモニターを設置し、河川の状況をリアルタイム

に把握しながら、防災減災のための情報提供も併せて行っていくことも必要でないかと思
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います。またセンサーとモニターの利用でデータが蓄積されれば、将来的には河川ごとの

精度の高い出水予測モデルもできると思います。将来的には ICT の利活用により、より的

確な運用が可能となる時代が来るものと感じております。 

 もう一つは年々台風が大型化していることへの対応も重要と考えております。 

例えば、昨年の東京の台風では、多摩川が氾濫しましたが、報道では、排水門を操作する

作業員が強風のため現場に行けなかったことが原因と聞いております。台風が年々大型化

している現状を踏まえれば、非常時に人間が現場に行き作業をする仕組みはリスクが大き

いので、これからはできるだけ遠隔操作が可能となるように機器を変えていくべきではな

いかと思いますし、ダム操作についても遠隔制御化することで、運用の幅が広がりより迅

速な対応が可能になるように思います。 

【河原座長】 ありがとうございます。今の話も大変重要で、整備計画ですから、これか

ら２０年あるいは３０年の社会が相当変わることは間違いないのだろうと思うのですね。

そういう意味では、おっしゃられたようにＩＣＴをフルに活用するということも一つの重

要な方向であろうと思います。具体的にダムの操作にどう連携するかという話になると、

すぐに何ができるとは言いかねますが、そういう方向は関上げなければならないようにお

伺いしました。是非、検討を頂きたいと思います。 

 平成 30 年７月豪雨では、太田川で行わなかったかもしれませんが、江の川をはじめ、

いろいろなところでゲートが閉められないという問題が起こったように思います。今後、

計画とは違って、支川で溢れることが起こるかもしれないと思います。洪水のピーク流量

にどう対応するかという話ではなくて、浸水被害を最小限にするためのリスク管理を頂き

たいと思いました。 

 はい、お願い致します。 

【事務局（高橋所長）】 貴重な御意見ありがとうございます。１８ページの一番上の四

角に書いています最適な組み合わせ案というように書いていまして、ここは予断を挟まず、

洪水のピークカット、ご指摘のような危機管理、リスクカット、マネジメントのためには

ＩＴも組み合わせて自動化をやるとか、住民の方に情報を的確に提供するとか、いろいろ

なハードウエアも組み合わせもしっかり、ソフト等の組み合わせもしっかり、いろいろな

ことを組み合わせて全体として安全になるようにということ考えてまいりたいと思います。 

【河原座長】 そのほか、河合先生、お願いします。 

【河合委員】 最初に、この１６ページから全部で２６ぐらい案が出まして、それの組み
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合わせの、最適な組み合わせということで１８ページの九つに選定されて、そのうち三つ

というような説明ですけど、まず確認ですけど、この１６ページの共通って書いてある８

番の樹木の伐採とかありますけど、この共通っていうものの扱いというか考えですけど、

共通というのは、この１８ページの例えば①、⑤、⑦が選ばれるとして、それにも何でも

共通して入るという意味ですか。そういうことですか。 

【事務局（入川課長）】 はい。 

【河合委員】 それとも、僕が思ったのは、共通って書いてあっても、この書き方では１

６ページから１８ページに飛ぶと、何ていうか、イメージとして、もう共通というのは共

通ということで終わってしまって、もう１８ページには入らないという感じがするので、

あくまでこの１８ページの①、⑤、①から⑨のどれを選ぶにしても、共通というのは必ず

入るという。あるいは、共通というものとほかのものとの組み合わせというのはもうない

かなと思ったのですけど、そういうようなところが一つと、それからやっぱり最後に１８

ページのこの抽出ではこうなるのは仕方ないのですけど、これで①、⑤、⑦のこの実現可

能性の素案を見ると、村上先生からのコメントがあったものとかみると、河川の整備の生

産性とか多様性とか、そういうようなものはどこへいったのみたいな感じがするので、ど

うも少し違和感がある。例えば、１８ページのところで①、⑤、⑦で実現可能性があって、

いきなり判定ではなくてそれでこの場合に、この①、⑤、⑦の素案の実現可能性の絡むも

の、どれかを取ると一番河川の生産性とかそういった多様性とか、それから人のいろいろ

な利用する可能性とか、そういうようなところもいるのではないかというように考えまし

た。 

 それで、多分、皆さんの結論としてはやっぱり⑤とかがやっぱり前から言われているよ

うにあるのではないかと思いますけど、やはり実際この２５年ぐらい広島に来たというか、

戻ってきてから太田川水系、学生さんと一緒に調査していますけど、もう今の時点で本当

に大げさに言うと、特に温井ダムができてからっていったら申しわけないですけど、滝山

川の温井ダムの下流、滝山川が本川に入るところとかは、厳しい言い方するともう死んで

いるというような感じが強いのですけど、これでもし本川の立岩あるいは柴木川との合流

点のところの間に可動とかではなくて、新たに固定の大きい構造物ができると太田川は完

全に死にかけているのにとどめを刺すような、大げさな少し失礼ですけど、イメージが強

いので、せめてやはり他の既設のダムを⑦番の有効活用するようなことがやっぱり必要な

ような感じはします。やっぱり、今は辛うじて本川の、特に鮎の漁場とかで大事なところ
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で、辛うじてというか、生産が保たれているのはやっぱり、例えば、まず水内川とか西宗

川とか、それから丁川とか、それからあとはもちろん本流の一番、吉和のあのあたりの水

源からのいろいろな栄養分とかあると思いますので、やっぱりかなり慎重なシミュレーシ

ョンとかして、特に生産性とかも考えて、シミュレーションとかして、そういうのが必要

ではないかと思います。 

 でも今答えがありましたので、この１８番の案には共通というのは入っているというこ

とですね。 

【事務局（入川課長）】 はい。 

【河合委員】 はい。生産性とかそういうような立場ですけど、個別に入れるのは難しい

かもしれないですけど、何か案がありますでしょうか。 

【河原座長】 １５ページを見て頂くと、今説明頂いたのは、この黄色のところからピン

ク色のところでとまっています。その次の段になると、この抽出された案に対して、もう

少し具体的な詳細な話が出てきて、それに対して、コストの話とか環境への影響という判

定項目が出てきて、全部を見渡した中で、どれを選ぶかっていうプロセスになると思いま

す。今日の段階では詳細に立ち入るだけの情報がないので、今の時点で明らかに現実性が

ないというものについてはバツをつけるぐらいではないかと思います。 

【事務局（入川課長）】 はい。そのとおりでございまして、次回、今回３案絞らせても

らったものに対して７つの項目を詳細に御説明差し上げるというようなプロセスを考えて

おります。 

 先ほど、共通事項の扱いについても今の案に対して、プラスの共通ということで、どち

らかというと災害時の減災被害軽減の観点に寄与するような項目を共通とさせて頂いてお

りまして、１７ページの２１、２２なんかは、例えば、宅地のかさ上げとかピロティの建

築等と土地利用規制というのは、例えばやみくもに堤防をつくったりとかするよりは、家

屋の浸水防止という観点でいけば、こういったまちづくりと一緒になっていくというか、

そういったところも組み合わせながらやるという点では共通になっていくとか、そういっ

たところで見て頂ければよろしいかなと思います。 

【河合委員】 はい、わかりました。ありがとうございます。ただこの１８ページの例え

ば⑤のこのダムを、新規にダムをつくって河道を掘削して、堤防のかさ上げとかやると、

もう本当にかなりもう水路のような川のイメージがありますので、何か対策を考えて頂き

たいと思います。 
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【中越委員】 私は、環境への影響で考えると太田川水系に新しくダムを造るというのは

いかがなものかなと思っています。ほかの選択肢の組み合わせはもう少し検討して頂きた

いと。新規ダムというのは河合先生おっしゃったように、もう既に生物多様性等を考える

と、厳しいのではないかと思います。 

 もう一つ気になるのは、雨を貯めるような施設、東京で成功したみたいですけど、そう

いうものが非現実的であるというようになっているのは、どうも私は分からない。ダムを

造るよりは西区の何もないところに水を貯めるような装置を造ることは、大いに歓迎され

ることではないかと私は思いますけれども、しかも学校だったら地下に、多分校庭の下と

いうイメージがあるだろうと思うのだけれども、それでその量が足りないからだめなのだ

と私はたまたま理解しているところですけれども。 

 それから、もう一つ。これ大事なことなのですけれど、あてにしてないものがあります

よね。例えば、ため池であるとか、あるいは水田とかっていうのはね。でも、それは今の

ままだったらあてにならないという表現で、もっと悪くなることを想定していませんよね。

水田の面積が減るとか。広島県が今考えているのはため池を全部潰すつもりでいるわけで

すよね。もっと水が貯まらない状態になっていくわけですから、そのネガティブな方向に

対してさらに対策を考えるということも是非考慮して頂きたい。これは例えば、少子高齢

化でも水田面積が減るに決まっているので、もうこれ今までの傾向そのまま線上に書けば

１０年後はどれぐらいかというのは分かるはずですから、是非そういう検討もして頂きた

いと思います。 

【河原座長】 はい、どうもありがとうございます。 

【事務局（入川課長）】 御指摘ありがとうございます。先ほどの水田ですとか、ため池

がなくなるとかっていうのを今このこういった１２ページのシミュレーションというのは、

降った雨がどのように流出してきてっていう計算をかけてやっているものですが、そのあ

たりはどのように変化するっていうような流出してくる形態はどう変わるかっていう、具

体的な係数というか、そういったところの設定というのは非常に悩ましいところもありま

すけれども、間違いなくこれより増えてくるというのは想像できますので、そういったと

ころに対しては、例えば気候変動の話もありますけど、そういったところを考えた上で街

づくり防災というか、そういった対策はまず必要という考え方だと思います。 

 先ほど貯留施設の件につきましては、もちろん全くできないわけではないかなと思いま

す。先ほどの校庭の議論なんかもあろうかと思います。ただ、これだけの浸水が広範囲に
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渡るようなものに対して、もう一つ、一つずつ学校の校庭を整備していくという時間軸と

いうところもみていくと、抜本的な治水対策として今回は案としては入れてないのですが、

もちろん並行してやっていくべきものというように考えていくものだと考えています。 

【河原座長】 そのほか、福田委員どうぞ。 

【福田委員】 同じ意見だったので、ここで言わせて頂きます。整備メニュー案の１３番

や１４番についてですが、雨水貯留施設、雨水浸透施設というのが、この別冊の冊子にあ

りますが、こんなものがあればいいのになと思います。１８ページを見ると、⑧とか⑨バ

ツになってしまっていますが、いろいろ計算上は余り役に立たないということでバツなの

だと思うのですが、小さいものでもずっとずっとつくり続けていけばいつかは役に立つか

もしれないので、こういうのは継続的につくり続けるようなことを書いた方がいいのでは

ないかと思います。このような施設をつくるためには、関係者が理解してくれるところで

しかできないかもしれませんが、それをつくる人たちが協力してくれるときには必ずつく

っていくような計画にしておいて、現在想定している数字もまた超える可能性もあるわけ

ですから、貯水量が小さくてもそういうのはバツにせずに生かして行く方がいいのではな

いかなと感じました。ですから、１７ページの番号では１３とか１４とか、２３になるの

ですけど、こちらは丸があって、18 ページではバツになっている項目ですけれども、こ

ういうのは本体の計画にはならなくても、継続的にやるべきようなものとして、残すよう

な書き方ができないかというように思いました。 

【河原座長】 ありがとうございます。先ほどの河合先生のお話あるいは、中越先生の話

をお伺いして、次のように考えることもありうるように思いました。①、⑤、⑦に色をつ

けてあって、候補に挙げてあります。実現可能性という点で費用的、時間的に考えたらそ

うなのかもしれませんが、今のお話を聞くと、⑤というのは、もうバツに近いという判断

をこの段階でするのも、少し極端かもしれませんけど、ありではないかと。要は、新規の

ダム建設に耐えがたいような負の影響が十分予測されるのであれば、次の段階の候補に進

めないような気がします。この３案については、これまでの対策の考え方に沿ったもので

あり、検討に値すると思います。ただ、今言われたように生態系に対して大きなダメージ

が起こっているということであれば、次の２０年、３０年先を見据えて検討するときに、

ダム建設は候補になるかどうかということは検討しなければいけないというように思いま

した。 

 それと、雨水浸透は洪水のピーク流量の低減には効かないように思います。浸透施設が
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どのくらい効くかについては議論がありますので、検討は大変かもしれませんが、一回検

討して頂けるとありがたいと思います。ただ、中越先生言われたように、これから２０年

ぐらい先を考えるときに、土地利用は今と同じかどうかというと大いに疑問だと思います。

例えば水域を埋め立てさせないとか、それも一種の土地利用の規制のように思いますが，

対応が必要です。ピーク流量を大きくしたり，洪水の到達時間を早くするような土地利用

の改変を抑制することについては、積極的にこの洪水のピークを減らすという話ではない

ですが、記述は是非とも必要だと思います。その辺の検討結果を次回にでも報告していた

だきたい。今のお話をお伺いしていると、現状に対してどうなるかという議論にとどまら

ず、２０年、３０年先を推測した上で、先ほど内山委員から言って頂いたものもそうです

が、今の段階で検討できるものについては、極力取り入れるということを考えておかなく

てはいけないという気がします。 

【日比野委員】 環境問題から言って、固定ダムというのは確かに大きな影響を与えてい

るのは現実問題。現実的に今洪水調節機能をもっていないこれだけのダムがあって、太田

川の本川のダイナミズムは失われているという認識ですよ。そこへ、さらに追い打ちをか

けるのかというような形の中で、洪水調整機能をもった運用を企業体である中国電力さん

が積極的にこの利用する可能性が開けてきたというだけで、固定式のダムではなくてもも

っといろいろ、私はダムの知識はそんなにない人間なのですけど、ダムそのものの構造で

河川のダイナミズムを生かせるような、一時的にとにかく貯めてくれればいいと、日常的

には氾濫をとにかく下流域に被害を与えない程度の氾濫を川は生きているというような、

中国電力さんの運用をこれからの時代に水力多少であっても絶対運用したいというような

その企業の目的と、洪水調節をしたい河川の生命力を取り戻したいというもののバランス

がどのあたりでバランスが取れるのかというのはあるので、新規のダムを一概にノーとい

うようなことが言い切っていいのかというのは私としては分かりません。 

【河原座長】 新規のダムというのを、穴あきダムのように、通常のダムと異なり、洪水

を一時的に貯めるが、あとは通常の河川の状態で流れているような、ダムという条件がつ

けば、議論の余地は十分あると思うのですね。通常のダムでは負の影響が多過ぎるから、

多くの委員は検討には値しないと思っておられるような気がします。そうではなく治水機

能だけがあるようで、あとは通常の流水をそのまま流すというタイプであれば、検討の余

地はあるような気はするのです。 

【中越委員】 太田川の話なのですけれども、皆さんが広く議論している中で、瀬戸内海
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の栄養塩類がものすごく減ってしまっていると。広大の先生たちがどんどん報告されてい

まして、そういう意味ではやっぱり太田川だけで完結する問題ではやっぱりないので、太

田川から出てくる土砂は実は海を涵養しているのだということも理解しておかなきゃいけ

ないと思うのですよ。 

【事務局（高橋所長）】 １８ページの案につきましては、河原先生、日比野先生、中越

先生もさっき言われたように、新規ダムというのに拘るわけではなくて、しかもその新規

ダムも河川の水をすべて貯めて、全部止めるようなイメージでおられるのであれば、そう

いうことに拘るということは全くないです。まずは、洪水のピークカットをどうしていく

かという意味で、対策案を抽出しているということでございますので、そこは河原先生が

おっしゃって頂いたように穴あきダム、通常時はある程度一定に流す、あるいは穴あきダ

ム以外にしてもフラッシュ放流するダムというのもありますので、一定のところではある

程度の水を溢れない程度の水を小洪水といっていいのか、そういったようなことを意図的

にやるようなダムもありますので、そういうことも含めて、先ほど申しました予断するこ

となく、どういったものが治水に対してピークカットが一番いいのか、環境に対してどう

いうことが一番いいのかっていうことを含めて、次回まで期間が余りないので、どこまで

精緻な検討ができるかどうかあれだと思うのですけれども、そういうことも含めて予断な

く提案、提示させて頂きたいと思っています。 

【河原座長】 広い意味で、いろいろな機能をもったダムを考えて、考慮するという話で、

今の段階では残したらどうかというお話だったと思います。 

 他の委員の方で御発言頂けますか。 

【内田委員】 話を広げてもいいのかどうか微妙だったのですけれども、総合治水みたい

な話もありそうだったので、少しこういうことを考えないとまずいのではないかという点

と、質問の二つあります。 

 一つが、１２ページの広域の氾濫が起こるということをベースにお話しているような気

はするのですけど、これはあくまでも外水を氾濫にしたもので、かつ破堤を想定したもの

ですよね。計算されたものはこれ浸水するエリアと想定されているわけではなくて、あく

までもそういうモデルで計算したら危険性があるというところで、危険度も浸水深が深い

からといって、危険度が高いあるいは確率が高いわけではなくて、ここで破堤が起きたら

こうなるだろうというもので、これは危険度と一致しているわけではないので、なかなか

一つの総合治水的なもので考えるとベースに乗りにくいと思うのです。 
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 一方で、外水が高かったら、内水氾濫が１００％起こるところも、この中にいっぱいあ

るはずですよね。あるいは、その外水が高いことによって、高い浸水深が吐けないという

ところがあるので、外水を低くできればその被害が小さくなるという議論が出るはずなの

です。なので、この１２ページの外水氾濫が起こったら浸水深がこうなるかもしれない、

しかもこれが外水だけっていう議論では、先ほどのほかのやつはベースに乗らないはずで

す。特に例えば、１６ページの排水機場というのは計画規模洪水時の外水に対しては計画

高水位時に一切機能しないはずで、内水に関するものなので、これがベースに乗ってない

のですね。なので、それを乗せるにはやはり内水も考慮した上で、あるいは同様に小河川

の河川整備も検討した上でやっていかないといけないので、少し枠を広げないとダムなし

で頑張るという話をすると、そういうことも考えて住民の治水安全度等の議論も含めてや

ることになるというのが指摘の 1 点目です。 

 もう一つが質問で、少し勘違いかもしれないのですけど、例えば、９ページで灰色は、

三篠川を例にすると、灰色は現在の河道で流れる流量で、現行の整備計画流量が青色なの

でこれに足りないところがありますね。これ緑でやったら全部クリアしますね。今度、整

備計画流量を変更して、２段目のピンクになって、それに対して水色がありますね。なん

ですけど、今整備計画メニューを考えている段階で、何でこの河道がこの整備計画の変更

後ができるのかなというのと、この整備計画変更後に対してのこのピンクを飛び越えてで

こぼこしていますよね。このでこぼこの根拠があるのか。このでこぼこした後、最終的に

計画高水流量にこの最後ぴたっとくっつくような形になっていますけど、それを目標にし

ているのかなと思いきや、１４ページのページを見ると、下流部でいけば計画高水流量を

超えるでこぼこもあり得るということですね。このでこぼこって根拠があるのでしょうか。

質問が二つに分かれているのですけど。 

【事務局（入川課長）】 まず１点目から総合的な治水というか流域全体の治水の話でご

ざいます。おっしゃいますように１２ページについては外水のみでシミュレーションをか

けて浸水深のみをお示ししております。 

 先ほどの内水の話は、この平成３０年７月豪雨についても広域内水氾濫というのがあっ

たというのは記憶に新しいかと思います。それについては、むしろ排水機場という整備も

一つの対策だとは思います。内水というのは外水が高まって内水が排除できないという構

図ですので、根本的に河川の水位を下げるというのは大きな効果になるっていう考え方が

あろうかと思います。例えば、これは考え方の案ですけれども、総合的な評価の視点の中
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に治水対策としてピークをカットするとか、そういった評価はもちろんそれで目標は達成

できますかという評価はするのですが、プラスアルファその内水に対してどのような効果

があるかとかそういった視点を少し加えて総合評価にしていくというのが大事なのかなと

考えております。 

 それと、今後、３月にご提示する評価のひとつの視点として、みていきたいなと考えて

いきたいと思います。 

 もう一つですね。流下能力図の表示で若干資料が先走っているような表現となっている

ところについては反省点でございます。９ページの水色は３月にお示しする整備計画案を

検討している段階のものでございまして、最低限の掘削というのは実は検討している段階

で、まだ案ですが水色の線ぐらいということで、それを踏まえると１０ページのように、

例えば三篠川については、どうしても高水敷だけでは不足するというところが出るという

のは分かってきたという形で見て頂ければと思います。 

 でこぼこするというのは、この流下能力不足というのが定期的に横断図を２００メート

ルピッチで測っている横断の器ですね。川の器に対して流量を計算して、この棒グラフに

しているということになりまして、どこかこのピンクの線が満足していないところは掘削

を追加していって、最低限掘削にすると。ただその下流側は器が広がると上流側の水位も

一緒に下がってくれるので、そうすると流下能力で流せる量が上がってくるというそうい

った考え方になります。 

 そのため、どうしてもネック地点を頑張って掘削するとその上流側にプラスアルファと

いうか、流下能力向上の効果も附随的に出てくるという形で、でこぼこが発生するという

形になります。 

【内田委員】 このでこぼこが上がっているところは必ずしも掘削したってわけではない

ってことですか。下流を掘削した結果、上流も上に上がった区間もあると。 

【事務局（入川課長）】 川の湾曲ですとか堰があったりするとネックになります。そう

いったところの影響ということでございます。 

【河原座長】 ありがとうございます。そのほか、御質問、御意見頂ければと思います。

３月に向けて、いろいろな意見を言って頂くと、検討が深まるかというように思いますの

で。 

【河合委員】 もう一つだけいいですか。当たり前のことかもしれないですけど、また１

６ページのこの案に戻って、８番の河道内樹木の伐採ですけど、単純に考えて確かに樹木
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がかなり大きな中州みたいな感じで生えていると、確かに完全に流下能力を阻害している

だけのイメージが強いと思いますけど、一方で、例えば、余り土砂が堆積してなくて、こ

の木がずっとあれば、特に水衝部というか、大水のときに護岸に直接ぶつかってそれを侵

食するようなところの前に樹木があれば、水位を下げるという意味では確かに足かせにな

っていますけど、水勢というか、力を落とすという意味では効果があるような気がします。

それで、僕よく平成ヶ浜っていってね、あそこによく釣りに行くのですけど、そのときに

矢野のあたりの去年すごい被害があった、県道添いの川ですね。あそこを見ると、ある場

所は明らかにすごく新しい家なのに、きれいに流されて無くなっていて、極端な場合は、

ぼろぼろの多分ちょっとした地震があっても崩れ去るような家が残っているのですよ。残

っているところを見ると、全部その前にでかい木があるのですよね。だから、いかに大き

い木があること、太い木があることがそういう、ある意味で災害の抑制みたいな、水勢を

抑えることになっているみたいに感じますので、伐採というのは全部が全部伐採してとい

うか、樹木があることがただ単に流下能力を落としているだけという考えは僕は浅過ぎる

ような感じがするのですけどいかがでしょうか。 

【中越委員】 応援演説をさせて頂きたいと思います。樹木のおかげで、水温の上昇、あ

るいは溶存酸素の確保ができるので、これはやはり必要な場所には樹木があるべきだと私

も思います。 

【事務局（入川課長）】 ありがとうございます。特に今の御指摘ですと、中流部につい

ては流速がすごく速くなるような地域でございますので、既存でも例えば、竹がブッシュ

のように生えているところで守られている地域なんかもあると思います。あとは、意図的

に水はねのようなものをつくっているような遺構などもまだ残っているということも拝見

していますので、そういったところでは、今後中流部もやみくもに木を切って堤防をつく

ってというようなものではなくて、そういったところも効果をちゃんと見た上で設計等を

進めるべきなのかなというところを考えております。 

【河合委員】 ありがとうございます。河床の勾配がかなり効いているので、実際に下流

の勾配がないところの場合には、確かにただの邪魔者ですけど、もうちょっと河床勾配が

強くて、水の物理的な破壊力みたいなのが大きいところの場合には、多少災害を抑制する

効果があるような感じがしますので、お願いします。 

【河原座長】 時間が大分過ぎているので、まだ話されていない委員から一言だけお願い

します。近森先生。 
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【近森委員】 １８ページの流域を中心とした対策というところについて少し教えて頂き

たいのですが、こちらでは畦畔の高さを上げるとかいったことで、雨水貯留をするという

こと自体が余りこの洪水対策には効かないということだったと思うのですけれども、これ

はそもそも水田からの流出というのが、この太田川本川への流出も余り影響していないと

いうような事情があるのでしょうか。といいますのは、水田等の機能の向上ということで、

田んぼダムというのは一時期随分言われていまして、河川によってはそれなりに効果があ

ったというようなことがありますので、そういった意味ではここに書いておられることは

きっとそのとおりだろうと思うのですけれども、水田からの流出というのが、洪水時に実

は余り効いていなくって、それで効果がなかったというように理由をつけて頂いた方が、

この流域の総合治水的な考え方だとここだとうまくいきませんという理由がはっきりする

ので、その方が望ましいのでないかなと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

【事務局（入川課長）】 ありがとうございます。９番の項目ですけども、具体的にその

効果の検証というか、そういった計算はやってはおりません。先ほど、雨水貯留の話と近

いところがあるかと思うのですが、こちらの評価についても、やはりできる機能のところ

は引き続きやっていくというような考え方で、評価としては実現性がないという書き方を

していますが、先ほどの雨水貯留とかと同じような形でやっぱり表現というのを変えてい

くべきかなというのは、今回の御指摘のとおりと思っていますので、あわせて水田の評価

も同様に考えております。 

【河原座長】 関先生、お願いします。 

【関委員】 これは基本の問題ではないのですけれども、このたび太田川の河川環境基図

の作成のアドバイザーをさせて頂いたのですけれども、河川環境基図というのはやっぱり

ハザードマップと非常に関係が深いので、やっぱり地域住民に調査の結果を還元するとい

うことは非常に重要だと思うのです。そういう意味で、ＧｏＧｉルームが閉鎖されたとい

うことは非常に残念なのですが、その理由と今後はああいうものはまた復活する計画があ

るかということをお尋ねしたいです。 

【事務局（入川課長）】 ありがとうございます。ＧｏＧｉルーム閉鎖という話、太田川

事務所の１階にあった広報室でございます。砂防の事務所が新しくできたということで、

一旦閉鎖という形を取っているのですが、そこにあった資料についてはしっかり保存をし

て、現在、公開できるように準備をさせて頂いております。一旦閉鎖ということには表現

していますが、例えば夏休みなんかも小学生の子がきて、そこで勉強してもらったりする
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ような光景も見ますし、あとは資料を見ながら御自身で調べものをされる方もいらっしゃ

るので、そういったところはできるだけオープンな形で使って頂けるように改善していき

ます。御指摘ありがとうございます。 

【河原座長】 吉田委員、一言コメント頂ければと思います。 

【吉田委員】 本筋とは少し外れるかもしれないのですけれども、景観の観点から、いず

れの対策案にしても、今の景色が大きく変わるわけですから、今後の話として周辺の景観

との調和を図る上で、可能性を判断するには現地のよりリアルな景観シミュレーションと

いうのも今後非常に重要になってくると思います。 

【河原座長】 恐らく、次の段階でより具体的な形が見えてくると、その議論はかみ合う

ようになってくるかと思います。ありがとうございます。 

【河原座長】 いいですか。大分時間を超過して申しわけございませんでした。議論は以

上とさせて頂きたいと思いますので、司会の進行の方を事務局へ戻させて頂きます。よろ

しくお願い致します。 

【事務局（阪木副所長）】 委員の皆様におかれましては、長時間にわたり、広範な視点

から貴重な御意見をたくさん頂きありがとうございます。次回の懇談会に是非とも生かさ

せて頂きたいと思います。 

 また、座長におかれましては、円滑に議事を進めて頂きまして、どうもありがとうござ

いました。 

 それでは、これから、本日の議事要旨というのをまとめさせて頂いて、この後また皆様

に御確認頂こうと思いますが、その前に、本日資料－６として用意させて頂いております、

根谷川、三篠川の整備状況ということについて、御報告をさせて頂きたいと思います。こ

の資料は、今回、整備計画の見直しの契機にもなりました根谷川で言いますと、平成２６

年８月洪水、三篠川で言いますと平成３０年７月洪水でどちらも大きな被害をこうむった

わけですけれども、それの現在の被災後の整備状況について少し報告というところでさせ

て頂きたいと思います。 

 １枚めくって頂いて、１ページ目が根谷川、三篠川の被災箇所、これ災害を受けた箇所

ということでございます。三篠川を見て頂きますと、安佐北区上深川地先というのが①、

②、③、それから、その上流に安佐北区狩留家地先ということで、国管理区間約９．５キ

ロの中で、堤防決壊はありませんでしたけれども、平成３０年７月洪水で大きく堤防が欠

損した場所が４カ所あると。 
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 これ以外にも三篠川については、無堤地区、堤防のないところで溢水、水が溢れて家屋

浸水被害を発生させたというのがまた別に４カ所ございます。このとき、平成３０年７月

洪水は整備計画の目標の流量を大きく上回る、三篠川ではピークのときに、１，６００ｍ

3/ｓぐらいの洪水が発生したということで、９．５ｋｍのうちの下流部を除く中流から上

流３分の２の区間で計画高水位を上回る洪水が発生したということで、堤防欠損が発生し

たというようなことでございます。 

 ２ページ目を見て頂きますと、これは三篠川上深川地区の地先の①ということで、ここ

の場所は堤防が大きくえぐれたということで、この右の方には緊急復旧工事、それから下

の方には現在の復旧状況ということで、写真が載せております。ここでは、約１００ｍ区

間にわたって、大きく堤防欠損したということで、まずはここの欠損箇所の応急手当とい

うことで、被災後１０日間ぐらいで緊急復旧ということで、簡易なブロック、盛り土と簡

易なブロックで、とりあえず形をもとの復旧に戻したと。 

 それから、出水期が明けた年明けから、昨年の年明けから災害復旧工事を鋭意進めてい

るということで、この右下の写真は今年の正月明け１月６日と書いていますけれども、工

事の進捗状況の写真でございます。護岸が半分ぐらい復旧されているという状況。 

 それから、３ページ目見て頂きますと、これは、これも三篠川の安佐北区上深川の②と

いうことで、左上の写真で新鳥声橋というのがあります。その新鳥声橋のすぐ直下流で同

じように右岸側で堤防が大きく欠損したということでございます。この写真の中には写っ

ていませんけれども、新鳥声橋があって、その上流にＪＲの三篠川橋梁があって、そのも

う一つ上に旧鳥声橋というのがあります。この旧鳥声橋は橋の一部が流出したと、今は通

行止めになっているというところの箇所でございます。ここについても、堤防欠損箇所に

ついては、約１０日で２４時間体制で復旧工事をやって、約１０日で概ねの断面は復旧し

たと。それから出水期明けから本格的な復旧に取りかかりまして、これは昨年の７月末で

工事が一応完了をしております。 

 それから、４ページ目でございますけれども、こちらはこの３ページ目のさらに１ｋｍ

ぐらい上流になるのですけれども、三篠川上深川地先の③ということで、こちらは堤防が、

左岸側の堤防が同じように堤防欠損したと。越水まではいたらなかった。決壊まではいた

らなかったのですけれども、欠損したということで、こちらも緊急復旧のあと、今現在は

右下の写真にありますように、護岸が大分立ち上がりつつあるということでございます。 

 次５ページ目でございますけれども、これは三篠川のＪＲ三篠川橋梁が流失した箇所、
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芸備線の三篠川の鉄橋が流れた箇所ですね。あれの直下流になるところですけれども、狩

留家地区でございます。これは、ちょうど水衝部に当たるところですね。写真の左上の写

真を見て頂きますと、ちょうど川の流れの水あたりの部分。ここにはもともと柳瀬橋とい

う人道橋があったのですけれども、この人道橋も橋台があらわれて落橋したということで、

こちらについてはもう復旧せずに撤去というような格好で方針が固まったようですけれど

も、護岸も数十メートルにわたってえぐれたということでございます。こちらは、年末の

状況でこれまだ緑色のネットが貼った状態で、護岸とかそういったようなものは見えませ

んけれども、非常に施工がしにくい場所ということで、護岸の擁壁も、硬岩が建っている

ということで、大型ブロックがつくのですけれども、ここ今床掘をして大型ブロックの段

取りをしているところなのですが、山の裾ということで、床掘している最中に非常に大き

な岸が露出して、それを撤去するのに時間がかかっているということでございますけれど

も、いずれの箇所も今年の出水期、梅雨までには全て完了をさせる予定としております。

現在進捗中ということです。 

 最後、６ページ目でございますけれども、こちらは根谷川ですね。可部の町中を流れて

おります、根谷川になります。こちらは平成２６年８月洪水でこの左上の写真にあります

ように、こちらも整備計画目標を大きく上回る、約６００ｍ3/ｓの洪水が発生して、根谷

川の右岸側の可部の町が浸水被害、実際に浸水被害が発生したというところでございます。

こちらについては、災害復旧にあわせまして、改良復旧といいますか、川幅を広げて新し

く堤防をつくり直して、護岸をつくということで、この上の右の断面図、対策の効果、水

位低減効果と書いていますけれども、これはもともとの河積を示しています。実際には、

この左側にある堤防のようなところをさらにずっと左に広げて、川幅を倍ぐらいに広げて

おります。それと、あとは川の中の掘削を行っていると。下側に左側で対策前の写真、そ

れから右側の現在の写真というのがありますけれども、対策前の写真見て頂きますと、川

の中に緑の線があると思いますけれども、このあたりがもともとの堤防があったところで、

今現在は赤枠で河道掘削と書いておりますけれども、この河道掘削の外側に新しい堤防を

つくっているということで、川幅が倍ぐらいに広がっているという状況でございます。こ

れによりまして、平成３０年７月出水のときも三篠川だけではなく、根谷川流域も平成２

６年８月ほどの洪水ではなかったですけれども、相当大きな洪水が発生しましたけれども、

幸いこの根谷川筋では一部まだ改修が終わってないところで、護岸のあらわれるところは

ありましたけれども、浸水被害までは至らなかったということでございます。 
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 根谷川については、これ今改修をやっているのが、国管理区間５ｋｍぐらいなのですけ

れども、その中流から上流部にかけて今改修をやっておりますけれども、これはこちらに

ついても今年の梅雨まで、出水期までに概ね根谷川の改修は完了すると。平成２６年８月

洪水と同じ程度の洪水が発生しても安全に流せるような川ができると、再度災害防止の川

づくりが概ね完了するという状況になっております。概要を簡単に御説明させて頂きまし

た。今取りまとめ中ですので、もうしばらくお待ちください。 

【中越委員】 二つですね。一つは、今のうち６ページもそうですけど、掘っている土砂

がありますね。これって何か困っているのではないですか。土砂を取るのはいいけれども、

埋めるところがないとか、有料で随分値段が高いとかって、その処理するのにですね。そ

れは大丈夫なのですか。 

【事務局（阪木副所長）】 おっしゃられるように、この三篠川、根谷川につきましては、

災害復旧あるいは河川改修にあわせて、川の中の掘削も大々的にやっております。また、

三篠川、根谷川と太田川本川の合流部分の太田川の本川部分についても、今土砂の掘削、

堆積土砂の掘削をやっておりまして、全部で数十万ｍ3。 

【中越委員】 その土砂はどこに行くのですか。 

【事務局（阪木副所長）】 どうしても土質によって、余り使えないいっぱい草の根が混

じっているとか大きな礫が混じっていると、そういったようなものについては、処分場に

持っていって、有償処分というのもやむを得ないというように考えておりますけれども、

使えそうな土については、できるだけ仮置き場もありますので、そちらの仮置き場に一時

仮置きするとか、先ほど言いましたような三篠川で無堤地区が４カ所あって、溢水被害が

あったということですけれども。 

【中越委員】 そういうとこに使えるわけですね。 

【事務局（阪木副所長）】 そういったところの堤防工事に直接その土が使えない場合は

どこかのいい土とブレンドして、改良したやつをできるだけ流用して、コスト縮減も図り

たいなということで、考えております。 

【中越委員】 ついでに５ページに出てくるようないっぱいある石ですね。この石は何か

に使えないですか。もうだめなのですか。 

【事務局（阪木副所長）】 ５ページの岩ですか。岩については、根固めの間詰石に使え

るようなものについては若干仮置きもしておりますけれども、今のところ、それほどその

岩が必要なところではないというのがないものですから、これについては今は有償処分と
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いうことで考えております。 

【河原座長】 どこかで土砂が足らないとか，河床が固定されつつあるようなところに出

水時に上流から流すような使い方はないでしょうか。魚の生息環境を改善するのに使える

ようなことはないのですか。積極的に使うとか。 

【事務局（阪木副所長）】 こういった掘削土砂については、我々の現場内だけではとて

もではないけど使いきれないので、いろいろな発注機関、県とか市だとか、それ以外にも

道路公社とかそういったところもあるのですけれども、そういったところと情報交換しな

がら、例えば港湾の埋め立てに使うとか、そちらに実際持っていったりもしていますし、

そういったところとか、その下流の方では今、元の飛行場跡で造成工事なんかもやったり

しているので、そういったところで使えるものは使ってもらう。ただそういったところに

も持っていくのに万単位もかかるので、余り長いところに持っていくと、近場で有償処分

する方が早くついたり。 

【河原座長】 私が気にするのは、粒径を無視した体積の話ではなくて、粒径の大きいも

のの使い方を考えること、要は川の中の大きい石を抜いていくというのは問題を起こすよ

うな気がするものですから。粒径の細かいものは建設材料みたいな形で取り扱うにしても、

ある程度以上大きいものについては、別途，川の中で使えるところがあるような気がしま

す。河床の粒径が変わっていくようなところに補給するとか。 

【事務局（阪木副所長）】 そうですね。 

【河原座長】 いろいろなものを使えるのではないかという気がするので。 

【事務局（阪木副所長）】 こちら、狩留家の場所は水衝部なものですから、ここの場合

は洗掘防止ということで、護岸をやって、その前に今、根固めのブロックみたいなものも

置くように考えているので、そういうところにも流用したいなというようには考えており

ます。 

【日比野委員】 先生の御専門の中流域とかでは、基本的にはそこにあるべき石はそのま

ま置いとくべきだよということですね。なるほど。 

【河原座長】 川底を広くすると、河合先生も言っておられましたが、維持管理が大変に

なるし、生き物にとってもよろしくないので、根谷川を拡幅する際にも通常の流れでは狭

いところに水が流れるような形状にしておく必要があるのだろうと思います。 

【河合委員】 早瀬を造成するのに、造成も兼ねるみたいな感じにできたらいいですね。

撤去するときに近くに本来あった早瀬を造成するみたいな感じに使えれば、一番いいです
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よね。 

【事務局（阪木副所長）】 他の川では、そこにもともと川の中にある石ですから、アユ

の隠れる、休むような場所を造ってくれだとか、古い石だと苔がなかなか生えないらしい

のですね。新しい石だと苔が生えやすいので、アユのえさ場にいい、するのに石とかそう

いったような要望にお応えしたようなこともありますね。 

【事務局（入川課長）】 大変お待たせしました。スクリーンをご覧ください。 

 事務局の方で、本日、議事要旨をまとめさせて頂きました。 

第１３回太田川河川整備懇談会の議事要旨(案)ということで、お示し致します。 

 まず１点目でございます。平成３０年７月豪雨、令和元年台風１９号など気候変動の影

響により近年、頻発激甚化する降雨状況鑑みまして、太田川水系において事前防災対策の

加速化が必要であるということ。 

それを踏まえまして、２点目です。太田川本川の並びに各支川の新たな整備目標につ

きましては、気候変動を踏まえた流量及び確率規模による多面的な検討が確認されており、

妥当であるという確認をしてもらったと。 

 ３点目でございます。支川の河川整備における河道掘削にあたっては、単断面水路にな

らないよう洪水時に河川水位に応じた生物の逃げ場に配慮が必要であるとしています。 

 今度は、次回提出します洪水調整施設の最適案については、環境への影響を十分検討し

てするものとするということでございます。 

 次に４点目です。雨水貯留施設等の流域対策も関係機関と連携して引き続き取り組む必

要があるとしております。 

 最後になりますが５点目です。防災減災に関しましては、ＩＣＴ及び最新の技術を活用

しつつ、太田川全体の防災減災に寄与する取り組みが重要であるということでございます。 

 以上を取りまとめさせて頂きました。 

 お気づきの点等ありましたら御意見頂ければなと思います。 

【日比野委員】  

コスト部分。対策案に対しての費用部分の言及が抜けている気がするのですけれども、

それは次回以降議論されるということなのでしょう。 

内山委員の発言内容の「防災減災に対してＩＣＴ及び最新の技術を確立しつつ云々」

の中に、既存のダム施設及び新規洪水調節機能が、骨子として含まれているということで

理解します。 
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【中越委員】 それと、内田オブザーバーが言われた例のあれですね。内水、外水の問題

とかはやっぱり、この中では読めないのだけど。 

【事務局（入川課長）】 そうしますと、４点目のところをもう少し具体に書くというよ

うな御意見かなと思いますので、これが最適案で次に向けてというところで書かせて頂い

ていますので、この中では流域への効果というか、そういったところも総合的に評価する

というような表現を少し加えていきます。 

【中越委員】 了解。環境への影響及び流域の効果などもいるかもしれない。 

【事務局（入川課長）】最適案についてはということで、評価軸の一つとして洪水調節、

施設の最適案という表現を取りまして、次回提示する最適案についてはそういったところ

で総合的に評価するというような感じで修文させて頂いてよろしいですか。 

 次回提示する最適案においては、環境ももちろん評価項目です。 

【日比野委員】 文字の中に書いているというよう理解して。そういう方法がないとね、

何となくせっかくこれ皆さん言った話が入っているのかなと感じました。ありがとうござ

います。 

【事務局（入川課長）】 ありがとうございます。 

 よろしいでしょうか。そうしましたら、議事要旨としましては、これで取りまとめさせ

て頂きまして、案を取った形で速やかに資料とあわせて、まずは一旦公表させて頂くとい

う形を取らせて頂きます。 

 その後ほど、本日のテープ起こしをして、議事次第、議事録を作らせて頂きますので、

これにつきましては確認また補足させて頂きますので、御発言内容を確認をというのをお

願い致します。 

 以上でございます。 

【事務局（阪木副所長）】 どうもありがとうございました。 

 以上をもちまして、本日の議事は全て終了致しましたが、太田川整備計画変更に向けま

して今後とも委員の皆様方におかれましては、引き続き懇談会への御協力をお願いしたい

と思います。 

 それでは、最後に閉会に当たりまして、中国地方整備局河川部河川調査官、吉村が御挨

拶を致します。 

【事務局（吉村河川調査官）】 長時間にわたりまして、委員の皆様にはさまざまな観点

から御指導、御意見頂きまして本当にありがとうございました。比較的、コンパクトな資
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料なので、説明も意見のやりとりもスムーズかなと思いきや、本当に我々が大事に、もう

少し丁寧に説明しなきゃいけないかなと思うようなところについてもきちんと御指摘、御

意見を頂けたので、次回に向けて、今日頂いた意見とか、御指摘を踏まえて、時間がない

とか言わずに、しっかりと検討を深めて、また次回、今後の整備メニューといったところ

について、またお示しをさせて頂いて、新たな今後の太田川の整備に向けたよい計画づく

りの大きな一歩を踏み出せるかなと思っておりますので、これからまた年度末に向けて、

大変お忙しい時期にかかると思いますけれども、引き続き、御指導よろしくお願い致しま

す。本日は本当にありがとうございました。 

 

―了― 

 

 

 


